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【誤訳訂正書】
【提出日】平成28年12月2日(2016.12.2)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　銅、マンガン、ジルコニウム、ケイ素、鉄、およびクロムを以下の分量（重量％）含む
アルミニウムベース合金を変形させてなる半製品であって、
　銅　　　　　　０．６～１．５
　マンガン　　　１．２～１．８
　ジルコニウム　０．２～０．６
　ケイ素　　　　０．０５～０．２５
　鉄　　　　　　０．１～０．４
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　クロム　　　　０．０１～０．３
　アルミニウム　残余
　上記半製品を形成している合金は、その構造中に２０ｎｍ以下の粒径のナノサイズのＡ
ｌ３Ｚｒ相粒子の形状でジルコニウムを含み、主にマンガンが、少なくとも２容量％の、
５００ｎｍ以下の粒径のＡｌ２０Ｃｕ２Ｍｎ３二次相粒子を構成することを特徴とするア
ルミニウムベース合金を変形させてなる半製品。
【請求項２】
　請求項１に記載のアルミニウムベース合金から展伸材用半製品を製造する製造方法であ
って、
　上記合金の融解物を生成し、上記合金を凝固させることにより鋳片を製造し、これらの
各作業を液相線温度より少なくとも５０℃高い温度で行い、
　上記鋳片を３５０℃以下の温度にて変形させることにより、中間展伸材用半製品を生成
し、
　上記中間展伸材用半製品に対して３４０～４５０℃で焼きなましを行い、上記中間展伸
材用半製品を室温で変形させることにより展伸材用半製品を生成し、
　上記展伸材用半製品に対して３００～４００℃で焼きなましを行うことを含むことを特
徴とする製造方法。
【請求項３】
　上記鋳片を室温で変形させることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　上記展伸材用半製品を圧延シートの形状で生成することを特徴とする請求項２に記載の
方法。
【請求項５】
　上記展伸材用半製品をワイヤの形状で生成することを特徴とする請求項２に記載の方法
。
【請求項６】
　上記展伸材用半製品を押出棒の形状で生成することを特徴とする請求項２に記載の方法
。
【請求項７】
　上記展伸材用半製品を型鍛造の形状で生成することを特徴とする請求項２に記載の方法
。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】耐熱性アルミニウムベース合金を変形させてなる半製品およびその製造方
法
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　〔技術分野〕
　本発明は冶金、より具体的には、展伸材用アルミニウムベース合金に関し、３５０℃以
下の加工温度範囲における製品の製造に使用することができる。
【０００２】
　本明細書において提供される合金は、高温での強度を有し、軽量化および長寿命化が行
われているため、製品の幅が大きく広がる。
【０００３】
　上記合金は、種々のエンジン部品（ケース、蓋、ノズル、バルブ、フランジ等）を製造
するために使用することができる。上記合金は、石油およびガス産業において、取水口の
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付属器具や水中ポンプ段を製造する時に使用される、鋼鉄や鋳鉄の代わりに使用すること
が推奨される。また、上記合金は、高い導電率、十分な強度、および熱安定性を組み合わ
せる必要がある電気機器（送電線の搬送用配線(self-carrying wires)、高速鉄道のトロ
リ線、航空機の配線等）を製造する時にも使用することができる。
【０００４】
　〔背景技術〕
　Ａｌ－Ｃｕ－Ｍｎ系展伸材用アルミニウム合金は、室温での強度が比較的高く、形成作
業の製造性が良好で、耐熱性が高い（２５０～３００℃）。このような合金の銅含有量と
しては、アルミニウム固溶体（Ａｌ）における銅の最大溶解度と同等、またはわずかに高
い、５～７％（以下、重量％とする）とするのが最適である。上記銅含有量により、ねか
し中に形成されるＡｌ２Ｃｕ二次相の析出物の量が最大となる。また、上記合金はすべて
、耐熱性を実現する１％以下のマンガンと、再結晶開始温度を上昇させてアルミニウム固
溶体の安定性を著しく向上させる、０．２５％以下のジルコニウムとを含んでいる。
【０００５】
　例えば、ＡＡ２２１９アルミニウムベース合金(Hatch J.E. (ed.) Aluminum: Properti
es and Physical Metallurgy, ASM, Metals. Park, 1984 и Kaufman G.J. Properties o
f Aluminum Alloys: Fatigue Data and Effects of Temperature, Product Form, and Pr
ocess Variables, Materials Park, ASM International, 2008, 574 p.)が知られている
。このＡＡ２２１９アルミニウムベース合金は、Ｃｕを５．８～６．３％、Ｍｎを０．２
～０．４％、Ｔｉを０．０２～０．１０％、Ｖを０．０５～０．１５％、およびＺｒを０
．１～０．２５％含む。
【０００６】
　上記合金のインゴットから製造された展伸材用半製品は、室温において比較的良好な機
械的特性を有する。ＡＡ２２１９合金が、高い耐熱性（２５０～３００℃以下）を有する
主な理由は、ＡＡ２２１９合金に１．５容量％以下のＡｌ２０Ｃｕ２Ｍｎ３相微粒子が含
まれているためである。
【０００７】
　上記合金には以下のような欠点がある。上記合金を３００℃より高い温度まで加熱する
と、主要強化相Ａｌ２Ｃｕが粗大化するため、合金の強度が大幅に低下する。また、イン
ゴットから展伸材用半製品を製造する方法は極めて複雑であり、高温での均質化焼きなま
し、形成作業、および、焼き入れ・水焼き入れ・ねかしのための５００℃より高い温度で
の半製品の加熱を含んでおり、最終生成物が高額となる。ＡＡ２２１９合金に対して高温
で均質化焼きなましを行うと、当該合金の高温での構造的強度を決定する、Ａｌ２０Ｃｕ

２Ｍｎ３二次相粒子の粒径（サイズ）が５００ｎｍより大きくなる。ＡＡ２２１９合金は
、耐食性が低いため、種々の保護用コーティングを使用する必要がある。また、ＡＡ２２
１９合金は、導電率が低い（Ｔ６処理で３０％ＩＡＣＳ以下）ため、電気工学的適用が制
限される。ＡＡ２２１９合金の導電率が低い主な理由は、アルミニウム固溶体における合
金添加物（例：銅やマンガン）の含有量が多いためである。
【０００８】
　高温での強度が高いアルミニウム合金、半導体ワイヤ、気中ワイヤ、および製造方法（
ＥＰ０ ７８７ ８１１ Ａ１、１９９７年８月６日公開）が知られている。当該発明にお
いて、アルミニウムベース合金は、Ｚｒを０．２８～０．８％、Ｍｎを０．１～０．８％
、Ｃｕを０．１～０．４％、Ｓｉを０．１６～０．３％、および他の添加物を含む。この
合金からワイヤを製造する方法は、少なくとも７５０＋２２７・（Ｚ－０．２８）℃（Ｚ
は合金のジルコニウム濃度（重量％）とする）の温度で合金を生成し、少なくとも０．１
Ｋ／秒の速度で冷却し、最初の（鋳）片を製造し、当該鋳片を３２０～３９０℃で３０～
２００時間熱加工し、変形させることを含んでいる。
【０００９】
　当該発明の欠点としては、合金の導電率が不十分である（５３％ＩＡＣＳ未満）ことと
、加熱処理に時間を要すること（３０時間超）が挙げられる。当該発明においては、合金
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からのワイヤ以外の展伸材用半製品（例：シート）の製造については開示されていない。
また、合金の高温での構造的強度を決定する、Ａｌ２０Ｃｕ２Ｍｎ３相微粒子の含有量が
低いために耐熱性が不十分であることも、この材料の欠点として挙げられる。
【００１０】
　当該発明に対応する最も近い同等物は、耐熱性アルミニウムベース合金および展伸材用
半製品の製造方法（ＲＵ２４４６２２２、２０１２年３月２７日公開）である。上記合金
は、構成要素として、Ｃｕを０．９～１．９％、Ｍｎを１．０～１．８％、Ｚｒを０．２
～０．６４％、Ｓｃを０．０１～０．１２％、Ｆｅを０．１５～０．４％、およびＳｉを
０．０５～０．１５％含む。上記合金は、ジルコニウムおよびスカンジウムが添加されて
いるため、室温のみならず、３００℃での長時間にわたる熱処理後も、ＡＡ２２１９と比
較して機械的特性が優れている。
【００１１】
　上記発明に係る展伸材用半製品の製造方法は、液相線温度より少なくとも５０℃高い温
度で合金の融解物を生成し、上記合金を凝固させることにより鋳片を生成し、３５０℃以
下の温度で上記鋳片を変形させ、その加工した鋳片に対して３００～４５５℃で中間焼き
なましを行い、焼きなましを行った鋳片を室温で変形させ、３００～３５０℃にすること
で、展伸材用半製品を生成することを含んでいる。
【００１２】
　上記発明の欠点としては、５５０℃より高い温度まで加熱すると、Ａｌ３（Ｚｒ，Ｓｃ
）相微粒子が極端に粗大化するため、合金の強度が著しく低下することが挙げられる。そ
のため、この材料を５６０～６００℃の高温で行うはんだ付けに適用することは難しい。
また、スカンジウムは高価なため、最終製品が非常に高額になり、その適用が制限される
。鋳片を変形する間にＡｌ３（Ｚｒ，Ｓｃ）相微粒子が析出されることで、アルミニウム
固溶体が急速に分解され、形成作業の製造性が低下することも、上記合金の欠点として挙
げられる。
【００１３】
　〔発明の概要〕
　本発明の第一および第二の目的において得られる技術的成果は、新規な耐熱性アルミニ
ウムベース合金を提供することであり、当該耐熱性アルミニウムベース合金の展伸材用半
製品（シート、棒、ワイヤ、型鍛造製品、または管）は高強度、高耐熱性、および高導電
率を有している。
【００１４】
　上記合金においては、時間破壊強度が３００ＭＰａ、導電率が５３％ＩＡＣＳ、比伸長
度(specific elongation)が４％をそれぞれ上回り、３００℃で１００時間加熱した場合
の降伏応力が２６０ＭＰａを上回る。
【００１５】
　本発明の第一の目的において得られる上記技術的成果について説明すれば、以下のとお
りである。
【００１６】
　上記アルミニウムベース合金は、銅、マンガン、ジルコニウム、ケイ素、鉄、およびク
ロムを以下の分量（重量％）含む：
銅　　　　　　　０．６～１．５
マンガン　　　　１．２～１．８
ジルコニウム　　０．２～０．６
ケイ素　　　　　０．０５～０．２５
鉄　　　　　　　０．１～０．４
クロム　　　　　０．０１～０．３
アルミニウム　　残余
上記合金は、その構造中に２０ｎｍ以下の粒径のナノサイズのＡｌ３Ｚｒ相粒子の形状で
ジルコニウムを含み、主にマンガンが、少なくとも２容量％の、５００ｎｍ以下の粒径の
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Ａｌ２０Ｃｕ２Ｍｎ３二次相粒子を構成する。
【００１７】
　本発明の第二の目的において得られる上記技術的成果について説明すれば、以下のとお
りである。
【００１８】
　上記アルミニウムベース合金から展伸材用半製品を製造する製造方法であって、合金を
生成し、上記合金を凝固させることにより鋳片を製造し、これらの各作業を液相線温度よ
り少なくとも５０℃高い温度で行うことを含んでいる。
【００１９】
　上記鋳片を３５０℃以下の温度にて変形させることにより、中間展伸材用半製品を生成
する。
【００２０】
　そして、上記中間展伸材用半製品に対して３４０～４５０℃で焼きなましを行い、上記
中間展伸材用半製品を室温で変形させることにより展伸材用半製品を生成する。
【００２１】
　最後に、上記展伸材用半製品に対して３００～４００℃で焼きなましを行う。
【００２２】
　上記鋳片は、室温で加工されることが多い。
【００２３】
　展伸材用半製品は、圧延シート、ワイヤ、押出棒、または型鍛造製品として形成するこ
とができる。
【００２４】
　本明細書において提供されるアルミニウムベース合金のマトリックスには、相微粒子（
Ｍｎ、Ｃｒ、およびＺｒを含む遷移金属の二次アルミナイド）が含まれるが、Ａｌ２Ｃｕ
相は含まれていない。アルミニウムのマトリックスにおける微粒子は均等に分布し、アル
ミニウム固溶体の元素濃度は、微粒子を構成する各元素（Ｍｎ、Ｃｒ、およびＺｒ）の濃
度も含め、最小となっている。
【００２５】
　上記合金における、特許請求の範囲に記載された合金添加物の濃度について説明すれば
、以下のとおりである。
【００２６】
　本明細書における特許請求の範囲に記載された分量のマンガンおよび銅は、最大５００
ｎｍの粒径のＡｌ２０Ｃｕ２Ｍｎ３相微粒子を少なくとも２容量％形成するために必要と
なる。濃度がこれより低い場合は、上記粒子の分量は、必要な強度と耐熱性を得るには不
十分であり、濃度がこれより高い場合は、導電率および形成作業の製造性が低下する。Ａ
ｌ２０Ｃｕ２Ｍｎ３相微粒子の粒径が５００ｎｍより大きい場合、高温での合金の強度が
著しく低下する。
【００２７】
　本明細書における特許請求の範囲に記載された分量のジルコニウムは、平均粒径が２０
ｎｍ以下であるＡｌ３（Ｚｒ）相ナノ粒子（Ｌ１２結晶格子）を形成するために必要とな
る。濃度がこれより低い場合は、上記粒子の分量は、必要な強度と耐熱性を得るには不十
分であり、濃度がこれより高い場合は、合金の機械的特性および製造性に悪影響を及ぼす
初晶（Ｄ０２３結晶格子）が形成されるおそれがある。
【００２８】
　本明細書における特許請求の範囲に記載された分量のクロムは、Ａｌ２０Ｃｕ２Ｍｎ３

相においてマンガンと置き換えることや、耐熱性に対してプラスの効果も有する他の相（
例：Ａｌ７Ｃｒ）の微粒子を形成することができる。また、クロムを添加することで、鋳
片を３５０℃以下の温度で変形させて中間展伸材用半製品を製造する時に、アルミニウム
固溶体の分解が減速される。
【００２９】
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　本明細書における特許請求の範囲に記載された鉄およびケイ素は、形成作業時により均
一な微小変形を行うのに役立つ共晶粒子（例：Ａｌ１５（Ｆｅ，Ｍｎ）３Ｓｉ２相）を形
成するために必要となる。これらの元素を有するので、最終構造の形成に対し、例えば、
Ａｌ２０Ｃｕ２Ｍｎ３相微粒子またはＡｌ３Ｚｒ相ナノ粒子の均一な分布に対し、プラス
の効果がある。
【００３０】
　上記合金から展伸材用半製品を製造するための、特許請求の範囲に記載されたプロセス
パラメータについて説明すれば、以下のとおりである。
【００３１】
　融解温度をＴＬ＋５０℃未満（ＴＬは液相線温度）に低下させると、凝固時にＡｌ３Ｚ
ｒ相の粗大な初晶が生成し、アルミニウム固溶体中のジルコニウム濃度が低下しうる。こ
れにより、最終構造におけるナノサイズの粒子量が減少し、合金の強度が低下する。
【００３２】
　最初の鋳片の変形温度が３５０℃より高い場合、Ｚｒ含有二次粒子の粒径が２０ｎｍよ
り大きくなる可能性があり、その場合、合金の強度が低下する。
【００３３】
　中間展伸材用半製品の焼きなまし温度が３４０℃未満の場合、合金の構造は、高い強度
を実現するために必要な量のＡｌ２０Ｃｕ２Ｍｎ３相微粒子を有さない。
【００３４】
　中間展伸材用半製品の焼きなまし温度が４５０℃より高い場合、Ｚｒ含有二次粒子の粒
径が２０ｎｍより大きくなり、ＣｕおよびＭｎ含有二次粒子（例：Ａｌ２０Ｃｕ２Ｍｎ３

）の粒径が５００ｎｍより大きくなる可能性がある。その場合、合金の強度が低下する。
【００３５】
　展伸材用半製品の焼きなまし温度が３００℃未満の場合、当該展伸材用半製品の比伸長
度は４％未満となる。
【００３６】
　展伸材用半製品の焼きなまし温度が４００℃より高い場合、Ｚｒ含有二次粒子の粒径が
２０ｎｍより大きくなる可能性があり、その場合、合金の強度が低下する。
【００３７】
　液相線温度（ＴＬ）は、十分な精度を実現する実験的方法または理論的方法により、判
定することができる。例えば、Ｔｈｅｒｍｏ－Ｃａｌｃソフトウェア（ＴＴＡＬ５以上の
データベース）の使用が推奨される。
【００３８】
　〔図面の簡単な説明〕
　本発明は図面によって示され、図１は、本明細書における特許請求の範囲に記載された
合金および市販のＡＡ２２１９合金から製造される展伸材用半製品の製造の各処理経路を
示す。
【００３９】
　図２は、走査電子顕微鏡で見た合金Ｎｏ．２（表１）の展伸材用半製品（シート）の一
般的な微細構造を示し、鉄含有相粒子を含むアルミニウム固溶体を示す。
【００４０】
　図３は、透過電子顕微鏡で見た合金Ｎｏ．４（表１）の展伸材用半製品（シート）の一
般的な微細構造を示し、アルミニウム固溶体内のＡｌ２０Ｃｕ２Ｍｎ３相微粒子（図３の
ａ）およびアルミニウム固溶体内のＡｌ３Ｚｒの微粒子を示す。
【００４１】
　図１の各処理経路を比較すると、本明細書における特許請求の範囲に記載された合金か
ら展伸材用半製品を製造する方が、処理時間が極めて短く（均質化焼きなましを伴わない
ため形成作業の製造性が高く、半製品の製造工程が短縮されている）、作業量および消費
電力が低いことがわかる。上記処理では、焼き入れ用機器（焼き入れ用炉または容器）が
不要なため、展伸材用半製品における焼き入れによる座屈の不具合の割合が低下する。ま
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た、上記合金は、機械的特性に優れ、耐熱性および熱安定性が高いため、高温での適用を
含めて幅広い適用が可能となる。
【００４２】
　〔発明の詳細な実施形態〕
　本発明に係る合金は、展伸材用アルミニウム合金を生成するための市販の機器を使用し
て生成することができる。グラファイト製耐火粘土坩堝内の９９．９９％のアルミニウム
、９９．９％の銅、および二重合金（Ａｌ－Ｍｎ、Ａｌ－Ｚｒ、Ａｌ－Ｆｅ、Ａｌ－Ｃｒ
、Ａｌ－Ｓｉ）から、抵抗炉にて、本明細書における特許請求の範囲に記載された材料を
生成するための合金を得た。本明細書における特許請求の範囲に記載された材料を生成す
るための合金の組成は、表１の組成物２～４である。グラファイト製鋳型および鋼鉄製鋳
型それぞれに合金を流し込み、平坦型インゴット（断面：１５×６０ｍｍ）および丸型イ
ンゴット（直径：４４ｍｍ）を生成した。鋳造温度は、液相線温度より少なくとも５０℃
高い温度とした。各合金の液相線温度ＴＬは、Ｔｈｅｒｍｏ－Ｃａｌｃソフトウェア（Ｔ
ＴＡＬ５データベース）を使用して算出した。
【００４３】
　平坦型インゴットおよび筒状インゴットを、実験用機器、すなわち、圧延機、押圧機、
押出機、伸線機において、平坦圧延、型鍛造、押し出し、引き伸ばしを行うことによって
形成した。鋳片は２段階で形成された。まず、鋳片を３５０℃以下の温度で変形し、中間
展伸材用半製品を生成した。次に、マッフル電気炉において３４０～４５０℃で中間焼き
なましを行った。展伸材用半製品を室温で生成し、展伸材用半製品の最終焼きなましを３
００～４００℃で行った。
【００４４】
　ＪＳＭ－３５ ＣＦ走査電子顕微鏡およびＪＥＭ２０００ ＥＸ透過電子顕微鏡を使用し
て、合金の構造を調べた。図２および図３は一般的な微細構造を示す。
【００４５】
　万能試験機Ｚｗｉｃｋ Ｚ２５０を使用して、算出した長さである５０ｍｍに対して４
ｍｍ／分の速度で引張試験を実施し、パラメータとして、極限引張強さ（ＵＴＳ）、降伏
応力（ＹＳ）、および比伸長度（ＥＩ）を調べた。３００℃で１００時間焼きなましを行
った後に展伸材用半製品の機械的特性についても測定し、強度および耐熱性の判定を行っ
た。
【００４６】
　ワイヤおよび、サイズを揃えた平坦型検査サンプルの電気抵抗率ρを、ＧｗＩＮＳＴＥ
Ｋ　ＧＯＭ－２デジタルプログラマブルミリオームメータを使用して測定した。そして、
測定値を純銅導電率（ＩＡＣＳ）に再計算した。
【００４７】
　〔実施例１〕
　本明細書における特許請求の範囲に記載された方法により６つの合金を生成した。表１
は、合金の組成物、液相線温度、および３００℃でのＡｌ２０Ｃｕ２Ｍｎ３相微粒子含有
量を示す。３００℃で１００時間焼きなましを行った後に、冷延シートの機械的特性およ
び導電率を判定した。
【００４８】
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【表１】

【００４９】
　表１に示すように、本明細書において提供される合金（組成物２～４）は、Ａｌ２０Ｃ
ｕ２Ｍｎ３二次相粒子を少なくとも２容量％含み、また、粒径は最大５００ｎｍである。
合金１および合金６は、２容量％未満のＡｌ２０Ｃｕ２Ｍｎ３二次相粒子を含む。
【００５０】
　表２は、３００℃で１００時間焼きなましを行った後に上記方法で生成されたシートの
引張機械的特性および導電率を示す。
【００５１】
　表２に示すように、本明細書において提供される焼きなまし後の合金（組成物２～４）
は、最大２０ｎｍの粒径のＡｌ３Ｚｒ相微粒子と最大５００ｎｍの粒径のＡｌ２０Ｃｕ２

Ｍｎ３相微粒子を含むため、必要な強度、耐熱性、および導電率を備えている。合金１は
強度が低く、合金５は形成作業の製造性が低いため、高品質のシートを製造する時に使用
することができない。焼きなまし後の試験サンプル（合金６）は、強度が不十分で導電率
（ＩＡＣＳ）が低い。
【００５２】
【表２】

【００５３】
　〔実施例２〕
　本明細書における特許請求の範囲に記載された方法により、合金３（表１）からワイヤ
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および押出棒を生成した。表３および表４に示すように、３００℃で１００時間焼きなま
しを行い、ワイヤおよびプレス半製品として形成された合金は、必要な強度および導電率
を備えている。ジルコニウム含有相（Ａｌ３Ｚｒ）微粒子の粒径は、約１０ｎｍであり、
Ａｌ２０Ｃｕ２Ｍｎ３相微粒子の粒径は、２００ｎｍ以下である。
【００５４】
【表３】

【００５５】
【表４】

【００５６】
　〔実施例３〕
　本明細書における特許請求の範囲に記載された方法により、以下の３種類の状態（表５
）について、合金３（表１）から型鍛造ディスクを生成した：
　（ア）４５０℃での型鍛造によって鋳片から生成した中間展伸材用半製品
　（イ）３５０℃での型鍛造によって鋳片から生成した中間展伸材用半製品
　（ウ）加熱を行わない（室温での）型鍛造によって鋳片から生成した中間展伸材用半製
品。
【００５７】
　そして、型鍛造製品に対して３４０～４５０℃で焼きなましを行い、室温で型鍛造を行
った。最後に、型鍛造製品に対して３００℃で１００時間焼きなましを行った。
【００５８】

【表５】

【００５９】
　表５に示すように、室温および３５０℃で鋳片から生成した型抜き製品は、ジルコニウ
ム含有二次相粒子の粒径が最大２０ｎｍであり、Ａｌ２０Ｃｕ２Ｍｎ３相微粒子の粒径が
５００ｎｍ以下であるため、必要な強度および導電率を備えている。また、４５０℃で鋳
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片から生成した型抜き製品は、ジルコニウム含有二次相粒子の粒径が大きく、５０ｎｍを
超えるため、強度が低い。
【００６０】
　〔実施例４〕
　合金３（表１）から、種々の鋳造温度（９５０℃、８３０℃、および７００℃）でイン
ゴットを生成した。以下のような方法でインゴットから展伸材用半製品（シート）を生成
した。鋳片を３５０℃以下の温度で圧延して中間展伸材用半製品を生成し、次に、３４０
～４５０℃で中間焼きなましを行った。そして上記中間展伸材用半製品を室温で圧延し、
展伸材用半製品を生成した。最後に、上記展伸材用半製品に対して３００℃で１００時間
焼きなましを行った。
【００６１】
　表６に示すように、鋳造温度をこの方法の特許請求の範囲に記載された鋳造温度未満に
低下させると、１０～１００μｍのＡｌ３Ｚｒ（Ｄ０２３）一次相結晶が含まれているた
め、合金の強度が低下する。鋳造温度がＴＬ＋５０℃より高い場合のみ、合金は必要な強
度および導電率を備え、ジルコニウムが、２０ｎｍ未満の粒径のＡｌ３Ｚｒ（Ｌ１２）相
粒子の形状で合金の構成に含まれる。
【００６２】
【表６】

【００６３】
　〔実施例５〕
　本明細書における特許請求の範囲に記載された方法により、合金３（表１）から鋳片を
生成した。鋳片を３５０℃以下の温度で変形させて中間展伸材用半製品を生成し、合金シ
ート（表１）の中間焼きなましを種々の温度（３００℃、３４０℃、４００℃、４５０℃
、および５５０℃）で行った。そして、迅速に冷延シートを生成し、３００℃で熱処理を
行った。表７に示すように、３４０～４５０℃で中間焼きなましを行った場合にのみ、合
金は、その構造中に５００ｎｍ未満の粒径のＡｌ２０Ｃｕ２Ｍｎ３相微粒子を含み、必要
な強度および導電率を備える。焼きなまし温度を３４０℃未満に低下させることにより、
アルミニウム溶液におけるマンガンの拡散速度が低下するので、予め設定した時間におい
て、Ａｌ２０Ｃｕ２Ｍｎ３相微粒子が析出される（当該粒子は存在しなかった。）ことで
、導電率と、アルミニウム固溶体の分解抑制とが低下する。焼きなまし温度を４５０℃よ
り高い温度まで上昇させることにより、合金の強度が低下し、Ａｌ２０Ｃｕ２Ｍｎ３相微
粒子の粒径が５００ｎｍより大きく、Ａｌ３Ｚｒ相粒子の粒径が１００ｎｍより大きくな
る。
【００６４】
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【表７】

【００６５】
　〔実施例６〕
　本明細書における特許請求の範囲に記載された方法により、特許請求の範囲に記載され
た合金の組成物３（表１）からシート（１ｍｍ厚）状の展伸材用半製品を生成した。表８
に示すように、３００～４００℃で焼きなましを行った場合にのみ、合金は必要な機械的
特性を備え、その構造中に２０ｎｍ未満の粒径のナノサイズのＡｌ３Ｚｒ相粒子を含み、
マンガンが５００ｎｍ未満の粒径のＡｌ２０Ｃｕ２Ｍｎ３二次相微粒子を形成する。
【００６６】
　焼きなまし温度を３００℃未満に低下させると、比伸長度が低下する。焼きなまし温度
を４００℃より高い温度に上昇させると、Ａｌ３Ｚｒ二次相粒子の粒径が５０ｎｍより大
きく粗大化するため、合金の強度が低下する。
【００６７】

【表８】

【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】本明細書における特許請求の範囲に記載された合金および市販のＡＡ２２１９合
金から製造される展伸材用半製品の製造の各処理経路を示す。
【図２】走査電子顕微鏡で見た合金Ｎｏ．２（表１）の展伸材用半製品（シート）の一般
的な微細構造を示し、鉄含有相粒子を含むアルミニウム固溶体を示す。
【図３】透過電子顕微鏡で見た合金Ｎｏ．４（表１）の展伸材用半製品（シート）の一般
的な微細構造を示し、アルミニウム固溶体内のＡｌ２０Ｃｕ２Ｍｎ３相微粒子（図３のａ
）およびアルミニウム固溶体内のＡｌ３Ｚｒの微粒子を示す。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】図面
【訂正対象項目名】図１
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【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【図１】
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